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(57)【要約】
【課題】車両環境内において安定した防食性を有する自
動車用端子圧着電線を提供する。
【解決手段】アルミニウム導体線２３が絶縁体で覆われ
ているアルミニウム電線２の端末に、前記アルミニウム
電線２に圧着されるかしめ部３０と他の端子と接続する
ための電気接触部３３とを有する銅系材料からなる接続
端子３が圧着されているとともに、前記アルミニウム電
線２と前記接続端子３の圧着部１２に樹脂による樹脂被
覆部４を形成し、該樹脂被覆部４が圧着部１２の全周囲
を覆うようにして自動車用端子圧着電線１を構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム導体線が絶縁体で覆われているアルミニウム電線の端末に、前記アルミニ
ウム電線に圧着されるかしめ部と他の端子と接続するための電気接触部とを有する銅系材
料からなる接続端子が圧着されているとともに、前記アルミニウム電線と前記接続端子の
圧着部に樹脂による樹脂被覆部が形成された自動車用端子圧着電線において、
　前記樹脂被覆部は、前記圧着部の全周囲を覆うように形成されていることを特徴とする
自動車用端子圧着電線。
【請求項２】
　前記樹脂被覆部は、前記アルミニウム導体線の先端から前記樹脂被覆部の先端までの長
さが０．３ｍｍ以上となるように形成されていることを特徴とする請求項１に記載の自動
車用端子圧着電線。
【請求項３】
　前記樹脂被覆部は、前記アルミニウム導体線の先端から前記樹脂被覆部の先端までの長
さが１．０ｍｍ以上となるように形成されていることを特徴とする請求項１に記載の自動
車用端子圧着電線。
【請求項４】
　前記樹脂被覆部は、アルミニウム導体線を覆う部分の厚さが０．０１ｍｍ以上となるよ
うに形成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の自動車用端子
圧着電線。
【請求項５】
　前記樹脂被覆部は、アルミニウム導体線を覆う部分の厚さが０．１ｍｍ以上となるよう
に形成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の自動車用端子圧
着電線。
【請求項６】
　前記樹脂被覆部は、接続端子の切断面を覆う部分の厚さが０．０１ｍｍ以上となるよう
に形成されていることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の自動車用端子圧
着電線。
【請求項７】
　前期樹脂被覆部は、接続端子の切断面を覆う部分の厚さが０．１ｍｍ以上となるように
形成されていることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の自動車用端子圧着
電線。
【請求項８】
　前記樹脂被覆部は、後端部分にアルミニウム電線側に向かって漸次先細るテーパ部を有
することを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の自動車用端子圧着電線。
【請求項９】
　前記樹脂被覆部の前記テーパ部の立ち上がり角度は４５°以下であることを特徴とする
請求項８に記載の自動車用端子圧着電線。
【請求項１０】
　前記樹脂被覆部の前記テーパ部の立ち上がり角度は３０°以下であることを特徴とする
請求項８に記載の自動車用端子圧着電線。
【請求項１１】
　前記樹脂被覆部の前記テーパ部の長さは１ｍｍ以上であることを特徴とする請求項８～
１０のいずれか１項に記載の自動車用端子圧着電線。
【請求項１２】
　前記樹脂被覆部の前記テーパ部の長さは２ｍｍ以上であることを特徴とする請求項８～
１０のいずれか１項に記載の自動車用端子圧着電線。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、アルミニウム電線の端末に接続端子が圧着された自動車用端子圧着電線に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電力分野においては、軽量かつ電気伝導性に優れたアルミニウム系材料からなる
導体線を有するアルミニウム電線が架空送電線として使用されてきた。これに対して、自
動車分野においては、電気伝導性と経済性に優れた銅系材料からなる導体線を有する銅電
線が信号線、電力線として使用されてきた。
【０００３】
　近年、自動車分野においては、環境への負担の少ない電気自動車や燃料電池自動車等の
開発が盛んに行われているが、この種の自動車においては、バッテリーや燃料電池などか
ら大電力を送電する必要があることから、これらに接続される電線としては従来の信号線
より大径の電力線が必要とされている。
【０００４】
　一方、自動車分野では車両の軽量化により燃費効率を向上させようとする動きが加速し
ている中、自動車１台当たりに使用される電線の総重量は決して軽視することができるも
のではなく、電線についても軽量化が求められている。
【０００５】
　そこで、電線の総重量の削減を図る目的から、比重が銅（８．９６ｇ／ｃｍ３）の約３
分の1であるアルミニウム（２．７０ｇ／ｃｍ３）からなる導体線を有するアルミニウム
電線が用いられることが増えている。
【０００６】
　従来アルミニウム電線に限らず配線工事を行う場合には、電線同士を接続する目的や電
線と外部電気機器の端子とを接続する目的のために接続端子が用いられる。この接続端子
は、電気伝導性と経済性等の観点から銅系材料で形成されたものが多い。
【０００７】
　アルミニウム電線を車両に配索する場合にも、銅系材料からなる接続端子が用いられる
ことが多く、その場合アルミニウム電線と接続端子が圧着する端子圧着部は異種金属接触
部となる。例えば、銅からなる接続端子を用いる場合、銅の標準電極電位は＋０．３４Ｖ
で、アルミニウムの標準電極電位は－１．６６Ｖであるため、銅とアルミニウムの標準電
極電位差が２．００Ｖと大きなものとなる。また、錫メッキを施した銅からなる接続端子
を用いる場合、錫の標準電極電位は－０．１４Ｖで、錫とアルミニウムの標準電極電位差
が１．５２となる。このため、雨天時の走行や洗車、あるいは結露などによって、端子圧
着部が被水し雨水等の電解質水溶液が侵入して滞留すると、アルミニウム、銅、電解質水
溶液の三者やアルミニウム、錫、電解質水溶液の三者等により電池が形成され、電池の陽
極となるアルミ導体に異種金属の接触腐食による腐食が発生する。
【０００８】
　このように電気的に卑であるアルミニウム電線のイオン化が進行して腐食が促進される
と、端子圧着部の接触状態が悪化して電気的特性が不安定になるほか、接触抵抗の増大や
電線径の減少による電気抵抗の増大、さらには断線が生じる虞があり、その結果電装部品
の誤作動や機能停止に至ることも考えられる。
【０００９】
　このようなアルミニウム電線の腐食を防ぐために、特許文献１に防食剤の樹脂で端子圧
着部においてアルミニウム導体線が露出する部分を覆い、異種金属接触部に水や酸素等の
腐食の原因となる因子（腐食因子）が侵入することを防止する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１０－１０８７９８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、アルミニウム導体線が露出する部分を防食剤で覆う防食方法は、簡易な
方法で利用しやすいが、厳しい環境下では接続端子自体が腐食することがある。接続端子
が腐食すると、防食剤の樹脂と接続端子の間で隙間腐食が進行し、やがて腐食がアルミニ
ウム電線と接続端子が接触する異種金属接触部に到達して、アルミの腐食が著しく進行す
るという問題がある。
【００１２】
　特に、一般的に用いられる銅系材料よりなる接続端子は、表面に錫メッキを施した銅板
を型抜き加工して製造されるため、切断面は錫メッキで覆われておらず銅が露出している
。ここで、銅の標準電極電位が＋０．３４Ｖであり、錫の標準電極電位が－０．１４Ｖで
あるため、銅の露出部分と錫メッキが接触する異種金属接触部では、電気的に卑である錫
が腐食しやすい。錫メッキが形成された接続端子の最表面が腐食されて腐食が樹脂部分に
到達すると、錫メッキと樹脂の隙間で隙間腐食が進行してアルミニウム電線と接続端子が
接触する異種金属接触部に到達しやすい。
【００１３】
　この場合、接続端子と樹脂の隙間で進行する隙間腐食が、アルミニウム電線と接続端子
の異種金属接触部にまで到達することを阻止できれば、アルミニウム電線の腐食を防止す
ることができる。しかしながらこれまで自動車内環境において、接続端子と樹脂の隙間で
進行する隙間腐食がどの程度の距離を進行するのか明確になっていなかった。それにより
、隙間腐食がアルミニウム電線と接続端子の異種金属接触部に到達することを阻止するた
めに、どの範囲に樹脂被覆部が形成されればよいか不明であった。
【００１４】
　本発明が解決しようとする課題は、自動車環境内において銅系材料からなる接続端子と
樹脂（特に有機樹脂）の隙間で起こる隙間腐食がどの程度進行するか調べ、アルミニウム
電線の端末に銅系材料よりなる接続端子が圧着された自動車用端子圧着電線であって、隙
間腐食がアルミニウム電線と接続端子の異種金属接触部に到達することを阻止可能な範囲
に樹脂被覆部が形成された自動車用端子圧着電線を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明に係る自動車用端子圧着電線は、アルミニウム導体
線が絶縁体で覆われているアルミニウム電線の端末に、前記アルミニウム電線に圧着され
るかしめ部と他の端子と接続するための電気接触部とを有する銅系材料からなる接続端子
が圧着されているとともに、前記アルミニウム電線と前記接続端子の圧着部に樹脂による
樹脂被覆部が形成された自動車用端子圧着電線において、前記樹脂被覆部は、前記圧着部
の全周囲を覆うように形成されていることを要旨とするものである。
【００１６】
　この場合、前記樹脂被覆部は、前記アルミニウム導体線の先端から前記樹脂被覆部の先
端までの長さが０．３ｍｍ以上になるように形成されていると好適であり、より好適には
前記アルミニウム導体線の先端から前記樹脂被覆部の先端までの長さが１．０ｍｍ以上に
なるように形成されているとよい。
【００１７】
　さらに、前記樹脂被覆部は、アルミニウム導体線および接続端子の切断面を覆う部分の
厚さが０．０１ｍｍ以上であると好適であり、より好適には０．１ｍｍ以上であるように
形成されているとよい。
【００１８】
　加えて、前記樹脂被覆部は、後端部分に接続端子側からアルミニウム電線側に向かって
漸次先細るテーパ部が形成されていると好適であり、そのテーパ部の立ち上がり角度は４
５°以下であることが好ましく、さらに前記テーパ部の立ち上がり角度は３０°以下であ
るとより好ましい。また、前記テーパ部の長さは１ｍｍ以上であると好適であり、２ｍｍ
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以上であればより好適である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る自動車用端子圧着電線によれば、アルミニウム電線と接続端子の圧着部に
樹脂により形成される樹脂被覆部が、端子圧着電線の圧着部の全周囲を覆うように形成さ
れていることにより、腐食因子がアルミニウム導体線と接続端子の異種金属接触部に到達
しにくくなる。それゆえ、アルミニウム導体線の腐食を防止することができ、安定した防
食性を有する自動車用端子圧着電線が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の端子圧着電線の一例を示す平面図である。
【図２】図１の側面図である。
【図３】図２の接続端子と樹脂被覆部の隙間を隙間腐食が進行する様子を示した図である
。
【図４】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は本発明の自
動車用端子圧着電線の一例を示す平面図であり、図２は、図１の側面図であり、図３は、
図２の接続端子と樹脂被覆部の隙間を隙間腐食が進行する様子を示した図であり、図４は
図１のＡ－Ａ線断面図である。尚、図の自動車用端子圧着電線は、図２中上側が上面側で
あり、下側が底面側であり、図１中上下側が側面側である。
【００２２】
　本発明の自動車用端子圧着電線（以下、端子圧着電線ということもある）１は、図１～
４に示すように、アルミニウム電線２の端末に、銅系材料よりなる接続端子３が圧着され
ていて、圧着部１２を有する。更に端子圧着電線１の圧着部１２には、樹脂による樹脂被
覆部４が形成されている。図１～図３は、端子圧着電線１の外観を示すものであるが、説
明の都合上、樹脂被覆部４の領域に斜線を付し、樹脂被覆部４を透視して下層の各部材を
示している。
【００２３】
　アルミニウム電線２は、複数のアルミニウム導体線２３が絶縁体で覆われた絶縁被覆部
２１と、端末の絶縁体が剥離されてアルミニウム導体線２３が露出した導体線部２２を備
えている。
【００２４】
　図１及び図２に示す接続端子３は、銅合金の表面に錫メッキが形成されたものである。
接続端子３は、平板状の錫メッキした銅合金を所定の形状に打ち抜き加工した後、プレス
による折り曲げ加工で端子形状に形成している。そのため、打ち抜き加工の際の切断によ
り形成される切断面３４は、錫メッキされていない状態になっている。図１及び図２に示
す接続端子３は、端面が切断面３４として形成されている。
【００２５】
　接続端子３は、アルミニウム電線２にかしめて圧着されるかしめ部３０と、他の端子と
接続する電気接触部３３を備える。かしめ部３０は、アルミニウム電線２の導体線部２２
をかしめるワイヤバレル３２と、ワイヤバレル３２とは所定の距離離間してアルミニウム
電線２の絶縁被覆部２１をかしめるインシュレーションバレル３１とから構成されている
。上記かしめ部３０の底面は、インシュレーションバレル部３１とワイヤバレル部３２の
間が繋がっていて一体に形成されている。接続端子３のかしめ部３０は、電線をかしめた
後の状態では、インシュレーションバレル部３１とワイヤバレル部３２の間の側面と上面
に、隙間が形成される。電気接触部３３は、雌型であって、図示しない雄型接続端子が嵌
合可能な箱形に形成されている。
【００２６】
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　図１及び図２に示すように、端子圧着電線１は、アルミニウム電線２の絶縁被覆部２１
に、インシュレーションバレル３１が圧着され、アルミニウム電線２の導体線部２２にワ
イヤバレル３２が圧着されていて、圧着部１２を形成している。更に圧着部１２には、圧
着部１２の全周囲を覆うように樹脂による樹脂被覆部４が形成されている。樹脂被覆部４
の材料は、ポリアミド樹脂、ポリオレフィン樹脂等の有機樹脂が用いられる。
【００２７】
　本発明において「圧着部１２」は、インシュレーションバレル３１とワイヤバレル３２
がかしめられてアルミニウム電線に圧着しているかしめ部３０に対応する部分である。す
なわち図１及び図２に示すように、アルミニウム導体線２３の前方先端からインシュレー
ションバレル３１の後端までの部分である。本発明では便宜上、端子圧着電線１の長手方
向を前後方向とし、他端子との接続側を前方という。
【００２８】
　また本発明において、圧着部１２の「全周囲」とは、圧着部の側面方向周囲に加えて、
アルミニウム導体線２３の前方先端部、及びインシュレーションバレル３１やワイヤバレ
ル３２のバレルの外側表面、バレルの前後方向の端面（打ち抜き加工により切断されてい
る切断面のこと）等も含めた部分である。すなわち、樹脂被覆部４は、圧着部１２に対し
て前後に長い範囲の外周面を覆うように形成されている。
【００２９】
　圧着部１２では、インシュレーションバレル３１とワイヤバレル３２との間の上面と側
面の隙間から、絶縁被覆部の一部とアルミニウム導体線２３の一部が露出した状態となっ
ていて、アルミニウム導体線２３の接続端子により覆われていない部分がある。さらに圧
着部１２は、ワイヤバレル３２の前端から電気接触部３３側に、アルミニウム導体線２３
端部がはみ出している。これらのアルミニウム導体線２３の接続端子によって覆われてい
ない部分は、樹脂被覆部４の樹脂によって全て覆われていて、アルミニウム導体線２３は
、外部に露出しないようになっている。
【００３０】
　圧着部１２には、樹脂による樹脂被覆部４が形成され、圧着部１２は全周囲が樹脂皮膜
で覆われているため、圧着部１２に雨水等が侵入することが防止される。樹脂被覆部４は
、圧着部１２より前後に長い範囲の外周面を覆うように形成され、圧着部１２の全周囲を
覆っているので、後述するように、腐食因子が圧着部１２に侵入することを長期間阻止す
ることができる。特に、図３に示すように、接続端子３と樹脂被覆部４との隙間で隙間腐
食４１が進行しても、隙間腐食４１が、接続端子３とアルミニウム導体線２３が接触する
異種金属接触部に到達することを長期間阻止することができる。つまり、アルミニウム導
体線２３の腐食を長期間防止することができ、安定した防食性を有する端子圧着電線１が
得られる。
【００３１】
　接続端子３では樹脂被覆部４か形成されていない場所では錫の腐食が発生し、錫が溶出
する。すると、錫と銅の異種金属接触部が露出する。この銅と錫の異種金属接触部が被水
すると電気的に卑である錫の腐食が著しく進行して、腐食が樹脂被覆部４に到達する。接
続端子３の電気接触部３３と樹脂被覆部４の間の隙間で隙間腐食４１が進行して、やがて
隙間腐食４１が接続端子３とアルミニウム導体線２３が接触する異種金属接触部に到達す
ることがある。隙間腐食４１が、接続端子３とアルミニウム導体線２３が接触する異種金
属接触部に到達すると、アルミニウム導体線２３の腐食が著しく進行する。特に接続端子
３には、初めから銅が露出している切断面３４と表面の錫が接触する異種金属接触部が存
在するため、切断面３４から発生する腐食の影響は大きい。
【００３２】
　図１及び図２に示すように、樹脂被覆部４は、アルミニウム導体線２３の先端から樹脂
被覆部４の先端までの長さａが、０．３ｍｍ以上、より好ましくは１．０ｍｍ以上となる
ように形成されているのが好ましい。このように形成されていると、アルミニウム導体線
の先端から樹脂被覆部の先端までの長さが十分に長くなり、樹脂被覆部４と接続端子３の
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間を進行する隙間腐食が、アルミニウム導体線２３と接続端子３の異種金属接触部に到達
しにくくなる。
【００３３】
　また、樹脂被覆部４は、アルミニウム導体線２３を覆う部分（図２中の符号ｂ）の厚さ
が０．０１ｍｍ以上になるように形成されていると、樹脂被覆部４の表面に傷などの微細
な欠陥が生じた際にも、腐食因子が樹脂被覆部４内に侵入して、アルミニウム導体線２３
に接触することを防ぎやすい。さらに、樹脂被覆部４は、アルミニウム導体線２３を覆う
部分の厚さが０．１ｍｍ以上になるように形成されていると、より大きな傷がついた際に
も、腐食因子の樹脂被覆部内への進入を防ぐことができ、自動車用端子圧着電線１の腐食
をより効果的に防止することができる。
【００３４】
　また、樹脂被覆部４は、接続端子３の切断面を覆う部分（図２中の符号ｃ）の厚さが０
．０１ｍｍ以上になるように形成されていると、樹脂被覆部４の表面に傷などの微細な欠
陥が生じた際にも、腐食因子が樹脂被覆部内に侵入して、接続端子３の切断面に接触する
ことを防ぎやすい。さらに、樹脂被覆部４は、接続端子３の切断面を覆う部分の厚さが０
．１ｍｍ以上になるように形成されていると、より大きな傷がついた際にも、腐食因子の
樹脂被覆部４内への進入を防ぐことができ、端子圧着電線１の腐食をより効果的に防止す
ることができる。
【００３５】
　さらに、樹脂被覆部４は、後端部分にアルミニウム電線２側に向かって漸次先細るテー
パ部４２が形成されている。テーパ部４２は絶縁被覆部２１の上に形成されている。テー
パ部４２が形成されていると、端子圧着電線１を曲げた際にも、樹脂被覆部４の樹脂皮膜
がアルミニウム電線３から剥がれにくくなる。その結果、腐食因子が樹脂被覆部４とアル
ミニウム電線３の隙間から進入することを防ぎ、アルミニウム導体線の防食性を保つこと
ができる。この場合、テーパ部４２の立ち上がり角度αは４５°以下であると樹脂被覆部
３の樹脂皮膜がアルミニウム電線３から剥がれることをより効果的に防止できる。さらに
テーパ部４２の立ち上がり角度αは３０°以下であるとより大きな曲げ角度や複数回繰り
返して曲げた際にも樹脂被覆部の樹脂皮膜がアルミニウム電線から剥がれることを防止で
きる。
【００３６】
　樹脂被覆部４は、テーパ部４２の長さｄが１ｍｍ以上となるように形成されていると、
樹脂被覆部４の樹脂皮膜がアルミニウム電線３から多少剥がれても、端子圧着部まで剥が
れが到達しにくくなるため、腐食因子の端子圧着部への進入を防ぎやすい。すなわち安定
した防食性を発揮できる。前記長さが２ｍｍ以上であるとより効果的に腐食因子の端子圧
着部への侵入を防ぐことができる。
【００３７】
　樹脂被覆部４を形成するには、適当な金型に端子圧着電線を入れ、樹脂を射出成形する
方法や、適当な場所に溶融した樹脂を滴触して成形する方法などがある。
【００３８】
　樹脂被覆部４を形成する場合、アルミニウム導体線の先端から樹脂被覆部の先端までの
長さや、樹脂皮膜の厚さ、樹脂皮膜のテーパーの長さおよび角度を制御するには、適当な
金型を作製・使用して射出成形する方法や、溶融した樹脂を多めに滴触し、固化したのち
余分な部分を削り取るなどの方法を用いることができる。
【実施例】
【００３９】
以下、本発明の実施例、比較例を示す。
実施例１（サンプルＮｏ．１～１６）
　端子圧着電線１の接続端子３に０９０雌型接続端子、アルミニウム電線２に０．７５ｍ
ｍ２または２．５ｍｍ２サイズのアルミニウム電線、樹脂被覆部４を形成する樹脂にポリ
アミド樹脂（ヘンケル社製、「マクロメルト６２０２」）を用い、図１中のアルミニウム
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導体線２３の先端から樹脂被覆部４の先端までの長さａ、導体線部２２の上側を覆う樹脂
被覆部の厚さｂ、および端子の切断面上の樹脂被覆部の厚さｃを様々に変えた端子圧着電
線のサンプル１～１６を作製し、腐食試験（ＪＩＳ　Ｃ　００２３）を行なった。腐食試
験は、試験時間を２４時間とし、塩水噴霧装置から取り出し後、目視による外観観察によ
り腐食発生の有無を確認する。これを１サイクルとし、腐食の発生が無い場合、繰り返し
試験を行なった。腐食試験の結果を、腐食発生したサイクル数として、表１に示した。
【００４０】
比較例１、２
　比較のために、圧着部の導体線部のみに樹脂被覆部を形成したが、切断面の上を樹脂で
覆わなかった以外は上記実施例と同様にして、比較例１、２の端子圧着電線を作製し、腐
食試験を行った。比較例１、２の腐食試験の結果を表１に示した。
【００４１】
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【表１】

【００４２】
　表１に示すように、樹脂被覆部４が圧着部１２の全周囲を覆っていない場合（比較例１
、比較例２）に比べて、樹脂被覆部４が圧着部１２の全周囲を覆うように形成されている
サンプル１～１６の実施例の端子圧着電線は、腐食環境に長期間耐えることができる。ま
た、アルミニウム導体線の先端から樹脂被覆部の先端までの長さを長くすることで、隙間
腐食４１がアルミニウム導体線２３と接続端子３の異種金属接触部に到達しにくくなるた
め、長期間腐食環境に耐えることができる。
【００４３】
実施例２（サンプルＮｏ．１７～２９）
　次に、樹脂被覆部４の後端部分に、テーパ部を有する端子圧着電線１（Ｎｏ．２８、２
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９はテーパ部を設けなかった。）について曲げ試験を行ない、アルミニウム電線２と樹脂
被覆部４の樹脂皮膜の剥がれ難さを調べた。テーパ部の長さをｄ、
テーパ部立ち上がり角度をαとする。インシュレーションバレル３１の後端から３ｃｍ後
ろの箇所と、接続端子３の電気接触部３３を持ち、圧着面方向に９０°に曲げ、その後逆
方向に９０°に曲げることを１回とし、何回でインシュレーションバレル３１に到達する
樹脂被覆部４の樹脂皮膜の剥がれが生じるかを調べた。樹脂皮膜の剥がれの有無の確認は
目視観察で行った。このとき、サンプル１７～２９の樹脂被覆部４において、アルミニウ
ム導体線２３の先端から樹脂被覆部４の先端までの長さａは１ｍｍ、導体線部２２の上側
を覆う樹脂被覆部の厚さｂは０．１ｍｍ、および端子の切断面上の樹脂被覆部の厚さｃは
０．１ｍｍとした。
【００４４】
【表２】

※インシュレーションバレル後端から樹脂被覆部の後端までの長さである。
【００４５】
　表２に示すように、樹脂被覆部４の後端部分にテーパ部４２を設けることで、端子圧着
電線１を曲げても樹脂被覆部４とアルミニウム電線２の間に隙間が生じにくくなる。すな
わち、腐食因子がインシュレーションバレル３１に達しにくくなり、樹脂被覆部４の後端
部からの腐食発生を防ぐことができる。また、テーパ部４２の長さが長い方が、樹脂被覆
部４の樹脂皮膜はアルミニウム電線２から剥がれにくい。またテーパ部４２の立ち上がり
角度αが小さい方が、アルミニウム電線２の絶縁被覆部２１から樹脂被覆部４が剥がれに
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【００４６】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【符号の説明】
【００４７】
１　自動車用端子圧着電線
２　アルミニウム電線
３　接続端子
４　樹脂被覆部
１２　圧着部
２１　絶縁被覆部
２２　導体線部
２３　アルミニウム導体線
３０　かしめ部
３１　インシュレーションバレル
３２　ワイヤバレル
３３　電気接触部
３４　切断面
４１　隙間腐食
４２　テーパ部
ａ　アルミニウム導体線の先端から樹脂被覆部の先端までの長さ
ｂ　アルミニウム導体線を覆う樹脂被覆部の厚さ
ｃ　接続端子の切断面を覆う樹脂被覆部の厚さ
ｄ　テーパ部の長さ
α　テーパ部の立ち上がり角度
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